令和８年度北海道函館養護学校高等部生徒募集要領

                                                                北海道函館養護学校

１　募集学科及び募集人員
    　普通科（重複障害学級）　　　６名
　　　普通科（訪問教育学級）　　　３名

２　出願資格
  　重複学級にあたっては、肢体不自由の程度及び併せ有する他の障害の程度が、学校教育法施行令第22条の３に相当し、且つ北海道教育委員会が告示した令和８年（2026年）北海道立特別支援学校入学者募集要領　高等部入学者募集要領　別記２「令和８年度（2026年度）道立特別支援学校（高等部）入学者募集要項２出願資格」に該当する者
　　訪問教育学級にあたっては、原則として特別支援学校中学部の訪問教育学級に在籍している生徒で令和８（2026年）３月末日までに卒業する見込みのある者及び令和７年（2025年）３月末日以前に特別支援学校中学部の訪問教育学級を卒業した者
　
３　出願手続き
現在在学している、もしくは卒業した出身学校長を経由して、次の書類を本校Ｗｅｂページよりダウンロードして、手書き又はパソコン入力したものを印刷して、本校の校長宛に提出する。（郵送の場合は書留にする）
　(1) 本校所定の「入学願書」（手書き）
　(2) 写真１枚（縦４㎝×横３㎝で、令和７年（2025年）10月1日以降に撮影したもの）
  (3) 本校所定の「個人調査書」
  (4) 本校所定の「障害等状況調査書」(本校中学部の出願者は、保護者の同意の基に「個別の教育支援計画」のフェイスシート様式１～３に代える)
　(5) その他
     ア 検査時に特別な配慮を必要とする生徒は、所定の用紙に記入の上、提出する。
４  出願の受付期間
    　令和８年(2026年)１月５日（月）から令和８年(2026年)１月21日（水）正午まで
（なお、受付時間は土、日曜、祝日を除く午前８時30分～午後５時00分まで。）
　　　　入学願書を受理後、令和８年(2026年)１月21日(水)の正午以降に在籍校の校長を経由し、出願者へ受検票が交付される。出願者は検査当日、会場校へ持参し検印される。

５　出願先及び受検会場
	北海道函館養護学校
	〒 042-0916　函館市旭岡町２番地
TEL　0138－50－3311



６　選考検査の期日及び合格発表の期日と時間
　　(1)検査の期日
令和８年(2026年)1月30日（金）  午前９時20分（受付）
(2)合格発表の期日と通知
    　　合格者の受検番号を令和８年(2026年)２月12日（木）午前10時に、本校Webページ上に掲載する。また、本人及び在籍学校長へも通知する。

７　選考方法
次の検査結果及び個人調査書等を総合的に評価し、選考する。ただし個人調査書の内容のうち「出欠の記録」については、選考の資料として使用しないものとする。
　  (1) 学習レディネス検査
　  (2) 障害の状況を把握する検査

８　保護者面接
　　選考検査時に保護者面接を行う。

９　第２次募集
    (1) 合格者の数が募集人員に達しない場合は、第２次募集を行う。 
(2) 募集人員の発表の期日等は、次のとおりとする。
	期日
	時間
	発表内容
	場所

	令和８年２月17日（火）
	10:00
	第２次募集を行う学校、学科、募集人員、選考検査期日等
	北海道教育庁学校教育局特別支援教育課ウェブページ


(3) 出願資格は、２と同様である。
(4) 出願の受付期間は、令和８年(2026年)２月17日(火)から同年２月25日(水)正午までとする。
(5) 選考検査日は、令和８年(2026年)３月９日(月)とし、合格発表は、令和８年(2026年３月16日(月)午前10時とする。
(6) 第２次募集の合格発表後、合格者の数が募集人員に達しないとき、入学希望者（特別支援学校の第２次募集において合格とならなかった者のうち、同一障害種（肢体不自由）の学校を希望する者に限る。）は、令和８年(2026年)３月23日（月）までの間に出願・選考検査を受けることができる。

10　選考検査の結果の情報提供
　　　受検者は選考検査の結果について、情報提供を受けることができる。
(1) 情報提供対象者
　　受検者本人又はその代理人(法定代理人又は、任意代理人)とする。 
　　(2) 情報提供場所
　　　　受検した特別支援学校とする。
　　(3) 情報提供の方法
ア 情報提供を受けることを希望する受検者等は、本校に口頭で申し出る。
イ 特別支援学校と協議し、情報提供の日時を定め、情報提供するために出願者ごとに作成した単票により閲覧に供する。
　　(4) 情報提供の期間
令和８年(2026年)２月13日(金)から令和13年(2031年)３月31日(月)までとする 
　　(5) 情報提供の集中受付期間
　　　　(4)に定める期間のうち、次の期間を集中受付期間とする。
	集中受付期間
	受付時間

	令和８年２月13日(金)～３月26日(木)
(日曜日、土曜日及び休日を除く)
	午前9：00～午後15：00



　　(6) 留意事項
　ア 受検者本人が求める場合は、受検者本人であることを確認するための受検票、身分証明書等を提示すること。
イ 受検者本人の法定代理人又は任意代理人が求める場合、戸籍謄本、委任状その他その資格を証明する書類を提示すること。
ウ 受検者等が集中受付期間外に情報提供を求める場合は、事前に受検した特別支援学校に連絡し、情報提供を受ける日を決定すること。

